
目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
三

○
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
消
防
保
安
課
）
…
三

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
財
産
管
理
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る

事
項
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
四

教
育
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
学
校
教
育
課
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
百
二
十
六
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

西
目
屋
村
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
西
目
屋
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第1040号令和８年３月13日 金曜日

第
千
四
十
号

令
和
八
年三

月
十
三
日

（
金
曜
日
）

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



青
森
県
告
示
第
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
二
七
九
号

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
二
の
一
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
豊
栄
平
二
五
ま
で

令
和
八･
三･一四

国
道
二
七
九
号

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
一
七
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
〇
の
三
九
ま
で

〃

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
斗
南
岡
三
二
の
四
三
九
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
〇
の
三
九
ま
で

〃

県
道
弘
前
鰺
ケ
沢

線

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
沢
田
七
三
の
一
か
ら

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
沢
田
四
四
の
一
ま
で

八･
三･一五

県
道
泊
陸
奥
横
浜

停
車
場
線

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
五
の
四
六
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
林
ノ
脇
七
九
の
一
五
ま
で

八･
三･一四

（ ）2青 森 県 報 第1040号令和８年３月13日 金曜日

１

国

道

二
七
九
号

上
北
郡
横
浜
町
字
林
ノ
脇
七
九
の
七
七
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
吹
越
五
四
の
四
ま
で

前

九
・
七
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
、
七
五
五
・
二
一
メ
ー
ト
ル

上
北
郡
横
浜
町
字
林
ノ
脇
一
一
の
一
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
豊
栄
平
一
五
二
の
一
ま
で

前

二
二
・
三
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
三
・
四
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
、
六
二
八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

上
北
郡
横
浜
町
字
林
ノ
脇
七
九
の
七
七
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
吹
越
五
四
の
四
ま
で

後

九
・
七
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
、
七
五
五
・
二
一
メ
ー
ト
ル

上
北
郡
横
浜
町
字
林
ノ
脇
一
一
の
一
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
豊
栄
平
一
四
五
の
一
ま
で

後

一
七
・
九
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
、
六
四
〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル

２

国

道

二
七
九
号

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
一
七
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
〇
の
三
九
ま
で

前

七
・
二
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
五
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
斗
南
岡
三
二
の
四
四
七
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
〇
の
三
九
ま
で

前

一
八
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
一
・
九
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
、
六
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
一
七
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
〇
の
三
九
ま
で

後

一
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
二
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
斗
南
岡
三
二
の
四
四
七
か
ら

む
つ
市
大
字
奥
内
字
大
室
平
一
〇
の
三
九
ま
で

後

一
六
・
九
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
四
・
一
九
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
、
六
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

３

県

道

泊
陸
奥
横
浜

停
車
場
線

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
五
の
四
六
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
林
ノ
脇
七
九
の
一
五
ま
で

前

七
・
二
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
九
九
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
九
三
・
四
九
メ
ー
ト
ル

後

一
一
・
三
二
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
四
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
九
三
・
四
九
メ
ー
ト
ル



青
森
県
告
示
第
百
二
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
十
和
田
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

十
和
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

十
和
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
十
和
田
市
公
共
下
水
道
事
業
）

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
三
年
三
月
十
日
青
森
県
告
示
第
百
七
十
号
）
の
事

業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
三
年
三
月
十
日
青
森
県
告
示
第
百
七
十
号
）
の
事

業
地
に
変
更
な
し
。

青
森
県
告
示
第
百
三
十
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
認
定

し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

住

所

認

定

年
月
日

株
式
会
社
ゆ
め
グ
リ
ー

ン

千
葉

勝
雄

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字

後
田
一
九
の
二
〇

令
和八･
三･
五

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
の
供
給

契
約
電
力

千
八
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

予
定
使
用
電
力
量

六
百
八
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
財
務
部
財
産
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

サ
ミ
ッ
ト
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
二
丁
目
３
の
４

六

落
札
金
額
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一
億
三
千
三
百
三
十
八
万
二
千
百
六
十
三
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

十
二
か
月
の
総
額
に
お
け
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
八
年
一
月
七
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
弘
前
合
同
庁
舎
ほ
か
四
施
設
で
使
用
す
る
電
気
の
供
給

契
約
電
力

合
計
六
百
六
十
七
キ
ロ
ワ
ッ
ト

予
定
使
用
電
力
量

合
計
百
四
十
四
万
四
千
七
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
財
務
部
財
産
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｖ
―
Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
の
九

六

落
札
金
額

三
千
百
七
十
五
万
二
千
四
百
十
一
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

十
二
か
月
の
総
額
に
お
け
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
八
年
一
月
九
日

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
事
項

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
命
令
を
す
る
の
で
、
同
法
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
命
令
に
係
る
事
項
を
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

区
域
及
び
期
間

㈠

区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
内
に
あ
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
、
青
森
県
西
北
農
林
水

産
事
務
所
及
び
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

㈡

期
間

令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び

薬
剤
に
よ
る
防
除
又
は
当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
剝
皮
並
び
に
松
く
い
虫
及
び
そ
の
付
着
し
て
い
る

枝
条
及
び
樹
皮
の
焼
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
㈠
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て
お
り
、
松
く
い
虫
を
駆

除
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
た
め
。

五

そ
の
他
必
要
な
事
項
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㈠

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈡

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長
を
経
由
し
て
、
青
森
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
㈢
に
よ
り
損
失
補
償
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

㈢

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当

該
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長
を
経
由
し
て
青
森
県
知
事

に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
青
森
県
知
事
は
、
当
該
申
請
書
を
提

出
し
た
者
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
、
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損

失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

㈣

青
森
県
知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
べ
き
者
が
、
一
の
㈡
に
掲
げ
る
期
間
内
に
当
該

措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当

該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈤

青
森
県
知
事
は
、
㈣
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る

措
置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が

受
け
る
こ
と
と
な
る
べ
き
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る

額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

風

張

知

子

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
学
校
統
合
型
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
運
用
・
保
守
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
教
育
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

千
三
百
四
十
五
万
九
千
三
百
八
十
円

（
本
件
は
、
青
森
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条

に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
二
月

二
十
八
日
ま
で
で
あ
る
。
前
記
契
約
金
額
は
、
契
約
初
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
で
あ
り
、
一
か

月
相
当
分
で
あ
る
。
）

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
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